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  ２０２０年度に滋賀県立中学校において使用する教科用図書（特別 

の教科 道徳を除く）を採択するための基本方針について 

 

 

２０２０年度に滋賀県立中学校において使用する教科用図書（特別の教科 

道徳を除く）を採択するための基本方針について、次のとおり定める。 
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滋賀県立中学校において２０２０年度に使用する 

教科用図書の採択に関する基本方針 

 

１ 義務教育諸学校で使用する教科用図書（特別の教科 道徳を除く）（以下「教科書」

という。）の採択は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の規定

に基づいて適正に実施するものとする。 

 

２ 採択にあたっては、平成３１年３月２９日付け３０文科初第１８５３号「教科書採択

における公正確保の徹底等について（通知）」、平成３１年３月２９日付け３０文科初

第１８５４号「教科書採択の公正確保について（通知）」および平成３１年３月２９日

付け３０初教科第３３号「2020 年度（新元号 2年度）使用教科書の採択事務処理につい

て（通知）」に基づき、専門的な教科書研究の充実を図るとともに、適正かつ公正な採

択および開かれた採択を確保するものとする。 

 

３ 校長は、選定委員会を主宰し、「中学校教科用図書選定に必要な資料（平成２７年度

作成）－中学校－」を十分活用し、教科書の選定を行い、その結果を県教育委員会へ申

請するものとする。 

  選定委員会は、中学校学習指導要領の趣旨および各教科の「目標」や「内容」を十分

に踏まえ、学校の教育目標ならびに各観点等に対応した適切な教科書の選定について検

討するものとする。 

  なお、２０１９年度は、学習指導要領に基づき編集された２０２０年度使用の中学校

教科書を新たに採択する年度であるが、新学習指導要領が２０２１年度から全面実施さ

れるため、今回採択する教科書は２０２０年度のみの使用となる。また、２０２０年度

使用の中学校教科書について、新たに文部科学大臣の検定を経たものはないことから、

「県立中学校教科用図書『選定のための参考となる調査報告』（平成２７年度作成）」

を参考とすることとし、本年度においては、選定に係る調査のための調査員は置かない

ものとする。 

 

４ 県教育委員会は、校長からの申請を受け、２０２０年度に滋賀県立中学校において使

用する教科書の採択を行うものとする。 

 



滋賀県立中学校２０２０年度使用教科用図書採択の仕組み

　③　　　　　　  義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　第１０条　　　　
　①②　　　　　 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　第１１条

　④⑤　　　　　 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　第１３条

　採択の時期　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令　第１４条

採択に関する基本方針の通知

研究用教科書の送付

教科書目録の送付

教科書編修趣意書の送付
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滋賀県立中学校２０２０年度使用教科用図書の採択に関する実施要項 

 

 「滋賀県立中学校において２０２０年度に使用する教科用図書の採択に関す

る基本方針」に基づき、適正かつ公正な教科用図書（以下「教科書」という。）

の採択を行うために必要な事項を定める。 

 

１ 県教育委員会は、あらかじめ教科書の採択に関する基本方針、実施要項お

よび「選定に必要な資料」（研究調査観点、選定のための参考となる資料）

を校長に通知するものとする。 

 

２ 校長は、選定委員会を主宰し、「県立中学校教科用図書『選定のための参

考となる調査報告』（平成２７年度作成）」を参考として、適正かつ公正に

教科書の選定を行い、その結果を県教育委員会に申請するものとする。 

  

３ 選定委員会は、県立中学校の教頭、教諭、併設高等学校の教頭、教諭のう

ちから校長が任命した者、および校長が委嘱した保護者代表等で構成するも

のとする。 

 

４ 県教育委員会は、校長からの申請を受け、「滋賀県立中学校において２０

２０年度に使用する教科用図書の採択に関する基本方針」に基づき、「中学

校用教科書目録（平成３２年度使用）」に登載されている教科書のうちから

採択を行うものとする。 


